
第８期地域包括ケア計画［高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画］の 

基本理念と施策体系などについて 

１．基本理念（案）について 

○ 新潟市地域包括ケア計画［新潟市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画］は、基本理念（政策

目標）を掲げ、計画期間における各施策（取り組み）を実施してきました。 

現計画における基本理念は、本市が総合計画で掲げる都市像「市民と地域が学び高め合う、安心

協働都市」の実現を目指すと同時に国の基本指針で示された内容を取り入れ、「自分らしく安心し

て暮らせる健康長寿社会の実現（地域包括ケアシステムの深化・推進）」と定めました。 

第 7期計画の基本理念

○ 第８期計画においては、団塊世代が 75 歳以上となる 2025 年にとどまらず、団塊ジュニア世代が

65 歳以上となり、高齢者人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い 85 歳以上人口が急速

に増加し、現役世代が急減する 2040 年を見据えたサービス基盤の整備と人的基盤の確保が必要と

されています。そのためには、引き続き各地域の実情に合わせた地域包括ケアシステムをより深

化・推進していくことが必要です。 

○ また、国の基本指針において、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、地域共

生社会（制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人

と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのでき

る包摂的な社会）の実現に向けた中核的な基盤とされています。第８期計画においても、この地域

共生社会の考え方について取り入れ、次のとおり基本理念に位置付けていきたいと考えます。 

資料 ２
令和２年度 第２回 

新潟市介護保険事業等運営委員会 
令和２年１０月２３日開催 

【基本理念】自分らしく安心して暮らせる健康長寿社会の実現 

（地域包括ケアシステムの深化・推進） 

高齢者が、住み慣れた地域で健康で生きがいを持ち、いつまでもいきいきとした 

生活ができるよう、支え合いによる生活支援や疾病・介護予防を推進するとともに、 

介護サービス基盤の整備・充実を図り、自分らしく安心して暮らせる健康長寿のま 

ち「にいがた」を目指します。 

資料１ 
令和２年11月16日

令和2年度第2回認知症対策地域連携推進会議
















































